
第５章 今後の研究の方向性

1 FC化が一般就労移行者の増加にも貢献することを実証する研究

－ＦＣ加盟店事業スキルと就労移行支援スキルとの関連性を考える－

今年度、民間FC企業のノウハウ導入事例としてFC企業の草分け的存在である

㈱ダスキンの事業メニューを障害者就労向けFCに改良開発することに着手しまし

た。

これには昨年度来の課題である一般民間企業の障害者就労の“壁”取り除きのた

めの挑戦という側面もありますが、併せて優れた民間ノウハウを導入することで専

門性獲得と生産性向上による工賃向上を目指す事例づくりとして当研究事業におい

て 3つの柱のひとつに位置づけている重要なものです。

ダスキンは、過去には休眠労働力だった家庭女性の戦力化を果たした実績があり

ました。加盟店である㈱アイエーにおいては、現在また慢性的な労働力不足という

悩みを抱えるようになっています。障害者が労働者としてダスキンの仕事に関われ

ることが判れば、その解決策になる可能性があるとして、今後に期待を込めて取組

んでいます。

ダスキンの加盟店である㈱アイエー（大阪府堺市）の実際の仕事現場に知的障害

者が就労実習という形で参加して社会福祉法人コスモスのジョブコーチの協力と監

修のもと、ダスキンが持つ技術やノウハウを障害者就労向けに改善することに取り

組みましたが、その過程で就労移行支援事業におけるジョブコーチの職能が、FC

加盟店となった場合の職員に求められる職能と重なる部分が多いことに気づきまし

た。

一般企業への就労移行の際には、ジョブコーチは企業の現場の中で新たに就職す

る障害者が仕事に慣れ、役立ち、働きがいを持って継続できるためのあらゆる支援

活動を行います。障害者本人への直接指導や支援はもとより、企業側に対しても作

業分析や作業の配分改善、あるいは作業環境改善やマネジメント上の要請をするな

ど、およそコーチングという言葉だけでは言い尽くせないほど多くの職場コーディ

ネートや、場合によってはプロデュースといったことまで手掛けられるのです。

一方、障害者就労支援事業所がFC加盟店として事業に取り組む場合にも、実は

同様の機能が必要とされています。

事業所の職員は、本部から提供される（障害者就労向けに改善された）作業マニュ

アルなどを従業員（利用者）が確実に身につけられる様に現場に落としこむ方法を
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考え、定着を図らねばならないのです。

FC加盟店になれば、必要な業務知識やノウハウと共に作業手順や作業配分の方

法、環境整備の方法などは一括して標準形が提供される訳ですから、自らそれらを

編み出す必要はありません。

しかし、それらを理解し職員自らが身につけたうえで、それを利用者に指導し定

着させることは必要です。職員自身が、効果的な作業分析の考え方や仕事の分担、

割り当ての知識や方法、あるいは職場の３ム５S（ムリ・ムダ・ムラの排除、整理・

整頓・清潔・清掃・しつけ）などを知り実行できるだけのスキルを身につけていな

ければいけません。就労支援事業所がＦＣ化していく過程で、就労移行支援に必要

とされるそれらのスキルが、知らず知らずのうちに、職員に自然に身についていく

可能性が高いものと思われます。

こういったことから、就労移行支援事業と継続支援Ｂ型事業の組み合わせによる

多機能事業所の中で、特にＢ型の職員にとってＦＣ化はかなり有効な勉強の場とな

るはずであると注目しています。

平成２１年３月に刊行された「厚生労働省障害者の一般就労を支える人材の育成

のあり方に関する研究会報告書」に、現在の就労移行支援知識及びスキルの習得状

況が明らかにされています。その中から次の表「就労支援知識・スキルの習得状況」

を引用させていただきました。
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今後、就労移行支援事業は障害者の一般就労ニーズの高まりとともに、その重要

性を増していくことでしょう。それにつれて、職員の移行支援スキルの向上が重要

な課題になってくるものと思われます。

ＦＣ化研究は、障害者が福祉系事業所内で高工賃を得られる状況作りに貢献する

ことを本来の目的としていますが、同時に一般就労移行促進に貢献できる要素をも

つことも今後明らかにしていきたいと考えています。
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2 ＦＣ化事業所（加盟店）の収益向上のために有効なプラスアルファ施策の研究

中間支援本部（地域本部）が中心となる効果的な事業力養成のための直接指導や

相談の研究と並行して、加盟店が収益向上のために無理なく取り組める可能性の高

いプラスα事業メニューの検討を行う予定です。

たとえば衣服リフォームショップへの「靴の丸洗い乾燥事業メニュー」や「袋も

のリペア事業」の追加導入、販売機会を広げる「移動販売車による街角販売事業」

ノウハウ、あるいはデパートやスーパーなどの大型店内に販売機会拡大の可能性を

広げる「ミニコーナー販売」ノウハウや「ミニショップ品揃え表」などがあります。

これらの普及を考えることでＦＣ加盟事業所の収益性を向上して工賃倍増を実現

し、あわせて、ごく普通に社会に開かれた障害者就労の姿を模索していきたいと考

えています。

3 民間の労働力不足FC企業との共同研究の進展

今年度ダスキンの加盟店である㈱アイエーとの取り組みで始まった「企業ニーズ」

とマッチィングさせての障害者就労向けパッケージ研究を、より一層対象企業範囲

を広げて模索したいと考えています。

実際に、障害者を企業内に送り出しながら実際研究を進めるトライワークなどを

活用した方法を採用することで、企業側の障害者に不慣れなことから生じている

“壁”解消にも役立つことと思います。

こういった取り組みへの理解と支援が社会や企業から多く得られる様になること

を、また、こういった一連の民間企業との提携を通じて、就労支援事業所の就労支

援機能が実際的に強化されていくことを、これからも目指していきたいものです。
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厚生労働省 障害者保健福祉推進事業

「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究事業」

検討会 設置に関する要綱

標題の検討会設置要綱を次のように定める。

（検討会の設置）

第１条 「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究」

について検討するため、「フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導

入するための研究」検討会（以下「検討会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行う

⑴ フランチャイズシステムビジネスを障害者就労事業に導入するための研究に関す

ること。

⑵ その他必要な事項。

（構成および検討委員長の職務）

第３条 検討会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴検討委員長 １名

⑵検討委員 1５名以内

２ 検討委員長は、検討委員の互選により選出するものとする。

３ 検討委員長は会務を総理する。

４ 検討委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理す

る。

（設置期間ならびに検討委員の任期）

第４条 検討会の設置期間は、この要綱の施行日から２００９年３月３１日までとする。

２ 検討委員の任期は、委嘱日から２００９年３月３１日までとする。

（会議）

第５条 検討会は、検討委員長が招集する。

２ 検討会は、検討委員長、検討委員で構成し、第２条に規定する所掌事項について協

議・検討する。

３ 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができ

る。
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（庶務）

第６条 検討会の庶務は、社団法人 滋賀県社会就労事業振興センターにおいて処理す

る。

（必要な事項）

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会について必要な事項は、検討委員長が別

に定める。

付 則

この要綱は、２００８年 ８月 １日から施行する。
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［検討会委員］

委員長

高橋 信二 （滋賀県） 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター センター長

副委員長

濱田 和弘 （鳥取県） ＮＰＯ法人鳥取県障害者就労事業振興センター センター長

委 員

川副 馨 （滋賀県） 滋賀県健康福祉部障害者自立支援課 副主幹

辻森 尚仁 （大阪府） 朝日新聞大阪本社 経済グループ記者

森 新一 （宮城県） 社会福祉法人はらから福祉会就労支援部 部長

中崎ひとみ （滋賀県） 社会福祉法人共生シンフォニー 常務理事

宮崎 栄二 （福岡県） 株式会社リフォーム三光サービス 代表取締役社長

守屋 栄利 （大阪府） 株式会社アイエー 代表取締役社長

水井 久友 （千葉県） 株式会社三愛ハート工房 所長

西村 悌子 （滋賀県） ＮＰＯ法人社会就労センタースペースウィン 所長

赤桐 淳一 （和歌山県）ＮＰＯ法人社会的就労支援機構 専務理事

杉井 健男 （千葉県） ＮＰＯ法人千葉県障害者就労事業振興センター
コーディネーター

那須 信子 （滋賀県） 株式会社農 環 代表取締役社長

荷宮 将義 （滋賀県） ＮＰＯ法人就労ネットワーク滋賀 理事

城 貴志 （滋賀県） 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター
セルプコーディネーター

［ワーキングチーム］

戸田 浩司 （大阪府） 有限会社プロフィット 代表取締役

山口 俊介 （大阪府） 立命館大学経営学部 客員教授
有限会社かほり堂 店主

細川 隆司 （滋賀県） 有限会社トレードネット 代表取締役
社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター
事業アドバイザー

［事務局］

鈴木亜矢己 （滋賀県） 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター
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